
 
 
 

令和７年度多賀城市園芸施設整備等補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市は、都市型農業への転換誘導を図り、施設園芸を振興するため、園芸

施設を建設し、又は機能向上のため改修し、農産物の生産を行う市内の農業者

及び農業生産団体に対し、予算の範囲内において園芸施設整備等補助金（以下

「補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、多賀城市

補助金等交付規則（昭和５０年多賀城市規則第１８号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内

の農業者及び農業生産団体とする。 

２ 前号に掲げる補助対象者のうち次に掲げる者は、補助の対象としない。 

(1) 市税を滞納している者 

(2) 同一年度内において既に当該補助金の交付を受けた者   

 （補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付対象となる施設は、補助対象者が所有し、又は建設する園

芸施設であって、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 

 (1) 補助対象者の自宅又は所在地から１５キロメートル以内の場所に所有し、

又は建設するものであること。ただし、市外に建設する場合にあっては、次

のいずれかに該当すること。 

ア 市内に農地を所有していないこと。 

イ 市内に農地を所有しているが、その農地に園芸施設を建設できない明確

な事由があること。 

 (2) 野菜・花き等の生産施設であること。 

 (3) 施設の面積が１６５平方メートル以上であること。 

２ 補助金の交付対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。 

３ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て

るものとする。 

 （交付申請書） 

第４条 規則第３条の規定による申請書は、令和７年度多賀城市園芸施設整備等

補助金交付申請書（様式第１号）によるものとし、次に掲げる書類を添付して、

市長が定める期日までに提出しなければならない。 

 (1) 事業計画書及び収支予算書（様式第２号） 

 (2) 完納証明書 

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付の条件） 

第５条 規則第５条第２項の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

 (1) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業に要する経費の配分を変更する場

合においては、令和７年度多賀城市園芸施設整備等事業計画変更承認申請書



 
 
 

（様式第３号）により市長の承認を受けること。 

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、令和７年度多賀城市園

芸施設整備等事業計画中止（廃止）承認申請書（様式第４号）により市長の

承認を受けること。 

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合においては、速やかに市長に報告し、指示を受けること。 

 （実績報告書） 

第６条 規則第１１条の規定による報告書は、令和７年度多賀城市園芸施設整備

等事業実績報告書（様式第５号）によるものとし、次に掲げる書類を添付して、

市長が定める期日まで提出しなければならない。 

 (1) 事業実績書及び収支決算書（様式第６号） 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付） 

第７条 補助金の交付の方法は、規則第１４条の規定により確定払とする。 

 （備付帳簿） 

第８条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支の状況を明らかにした

帳簿等を整備し、補助事業完了後５年間保管しなければならない。 

 （財産処分の制限） 

第９条 この補助事業により取得した財産の規則第１７条の規定による処分を

制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省

令第１５号）に規定する耐用年数に相当する期間とする。 

 （委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、

都市産業部長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度予算に係る補助金につ

いて適用する。 



 
 
 

別表（第３条関係） 

１ 園芸施設の建設 

建築様式 規 格 

１ 平 方 ﾒｰﾄﾙ 

当 た り 補 助 

対 象 建 設 費 

上限額（円） 

対象経費 

補助率及び 

交付上限額 

パイプ 

アーチ型 
普 通 型  ３，０００ 

新 品 購 入 

資材費のみ 

補助対象 経費の３ 分の１

とし、５００万円を上限と

する。 

パイプ 

アーチ型 
耐 雪 型   ４，２００ 

新 品 購 入 

資材費のみ 

鉄骨 

屋根型 
 １４，４００ 

資 材 費 

及び 

建 設 費 

 備考  宮城県から同一事業に係る補助金等の交付を受けた場合における補

助金の額は、この規定にかかわらず、総事業費の５分の１以内とし、５

００万円を上限とする。 

 

２ 園芸施設の機能向上 

対象経費 補助率及び交付上限額 

園芸施設の機能向上費用 

（新品購入資材費のみとする） 

補助対象経費の２分の１とし、１０万

円を上限とする。 

 


